
阿賀野市告示第９５号 

 阿賀野市環境推進委員会設置要綱を次のように定める。 

  令和６年４月１２日 

                        阿賀野市長 田 中 清 善   

 

阿賀野市環境推進委員会設置要綱 

 （設置） 

第１条 阿賀野市環境基本計画及び阿賀野市地球温暖化対策実行計画（以下「両計画」

という。）における推進体制の構築に向け、施策の管理、評価、見直し作業等の調整を

図るため、阿賀野市環境推進委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。 

(１)  施策の推進に関すること。 

(２)  施策の進捗管理、点検及び評価に関すること。 

（３） その他施策の実施に関し必要な事項。 

 （組織） 

第３条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。 

２ 委員長は市民生活課長を、副委員長は市民生活課長補佐をもって充てる。 

３ 委員は別表に掲げる職にあるものが、それぞれ所属職員のうちから指名する者及び

委員長が指名する者をもって充てる。 

 （職務） 

第４条 委員長は委員会を代表し、会務を総括する。 

２ 副委員長は委員長を補佐し、委員長が不在のときはその職務を代理する。 

（会議） 

第５条 会議は、必要に応じて委員長が招集し、議長となる。 

２ 委員長が必要と認めるときは、会議に委員会の委員以外の者を出席させ、意見を求

めることができる。 

３ 委員がやむを得ず委員会を欠席する場合は、委員があらかじめ指名した代理の者を

出席させることができる。 

 （庶務） 

第６条 委員会の庶務は、市民生活課において処理する。 

 （その他） 

第７条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が

別に定める。 

6.4.22 



   附 則 

 この告示は、公布の日から施行する。  

 

別表（第３条関係） 

農林課長、商工観光課長、生涯学習課長、管財課長、上下水道局長、市民生活課長 

 

 

 

 

 


